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●連載　労働スクランブル○267（労働評論家・飯田
康夫） ─ 42●労務資料　民間人材ビジネス実態把
握調査結果②〈事務所調査〉 ─ 44●わたしの監督雑
感　鹿児島・名瀬労働基準監督署長　西野健二 ─ 
54●編集室 ─ 56

（改正派遣法への派遣元事業所の対応状況）３
年間派遣後は派遣先で「正社員」５割超／（27
年度の新卒者内定取消し状況）大学生２人の
内定取消し行った１社の企業名公表／（厚労
省・広域延長給付の地域指定）熊本地震の被
災地域で雇用保険の給付90日分延長／ほか
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労務相談室
〔使用者の責に帰すべき休業期間にアルバイト〕休業手当全額必要か ─ 48
〔社会保険の「育児休業終了時改定」〕必ず届出必要か ─────── 50
〔運転者の客待ち時間のみ時給500円〕勤務全体では最賃以上だが ── 52

労働基準法

社 会 保 険

賃 金 関 係

弁護士・加島幸法

特定社労士・飯野正明

弁護士・荻谷聡史

回答者

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

──── 6

厚生労働省は、平成28年９月９日、第１回の「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」（座長・    
今野浩一郎学習院大学経済学部経営学科教授）を開催した。今後、例外的に限度時間を超える特別延長時間を設定でき、
その上限時間が法令等で規定されていない特別条項付き三六協定などについて検討されるものとみられる。そこで、我
が国における時間外労働の状況のうち、特別条項付き三六協定の締結状況や実績などについてみる。

２割強の企業で特別条項付き協定を締結
現在上限なく１年1000時間超のケースも

特別条項付き三六協定の締結・実績の状況特集

（編集部）

厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」を開催
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労働条件の不利益変更では労働者側の
納得を得るための丁寧な説明等が必要

（弁護士・森井利和＆特定社会保険労務士・森井博子）

〈第27回〉同意による労働条件の不利益変更

●弁護士＆元監督官がズバリ解決！
　～労働問題の「今」～

使用者としては、その必要があって労働条件の不利
益変更をする場合でも、できるだけトラブルを避け
るためには、労働者側の納得を得るための丁寧な説
明（特に不利益の程度についての明確な説明）、極端
な不利益のしわ寄せを避ける、不利益変更の経過措
置を設けることなどが必要といえる。

────── 28●企業における多様な人材活用

〈第２回〉「女性活躍推進法に向けた
　　　　　ポジティブ・アクションの活用」

（県立広島大学経営専門職大学院教授・木谷宏）

社内外からの女性管理職登用や
ロールモデルの普及も有効な手法

～いま実践するダイバーシティ・マネジメント～新
企
画

──────────── 37●企業税務講座

　二国間での対策から
　　　　　　　世界的な対策へ

第71回　国際税務

（弁護士・橋森正樹）

監督署の指導ポイントとなる労働関係法令の基礎知識までを、
３部構成のQ＆Aで分かりやすく解説！

監督官がウチの会社にやって来た。とりあえず、どうやって乗り切ろうか──そんな声を
よく聞く。しかし、行政指導や罰則を受けないために法を守る“フリ”をするのだろうか。
その場しのぎの小手先だけでは根本的な解決にはならない。そもそも監督署は何のため
にあるのか。監督署は決して労働者だけの見方ではない。労働条件や安全衛生の確保改
善を通じて、企業の経営環境の健全化に貢献する役割を果たしている。少なくとも普通に
働いて普通に暮らせるような、まっとうな職場環境がつくられることによって、人材の確保・
定着、生産性の向上へつながっていくのである。本書は、労働者保護法、労働監督制度
の歴史や実態を押さえたうえで、働くルールの基本や監督署の調査・指導への実務的な
対応について解説する。

角森 洋子 著
体裁：A5判／本文320頁
定価：本体2,200円+税

★お近くの書店、または下記フリーFAX、労働調査会ホームページよりお申し込みください
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監督署は怖くない！
労務管理の要点
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